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はじめに 

 

 これまで、熱中症は高温環境下での労働や運動活動で多く発生していましたが、ヒート

アイランド現象や地球温暖化の影響により、一般環境における熱ストレスが増大し、最近

では日常生活においても発生が増加していると指摘されています。 

近年の気候変動の影響を考慮すると、今後も熱中症による死者 1,500 人超を出した

平成２２年や平成３０年の夏のような災害級の暑さが懸念されます。学校における熱中症

事故は、独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付制度による医療費を支給し

た件数によると、毎年約 5,000 件（死亡事故２件を含む）発生しています。 

 こうした状況や国や県の動向を踏まえ、津市教育委員会では、すべての教職員が熱中症

に対する知識理解を深め、判断力や対応力をつけることで、児童生徒等の安全確保体制を

整備し、教職員の共通理解のもとに熱中症対策を進めるため、令和３年７月に「学校にお

ける熱中症対策ガイドライン（津市版）」を作成しました。 

本市においては、本ガイドラインをもとに、各学校・園における熱中症対策を進めてま

いりましたが、令和５年７月に山形県で下校中の中学生が熱中症の疑いで死亡するという

事故が起きたことを重く受け止め、暑さ指数（WBGT）に基づいた熱中症対策を徹底し、

児童生徒等の安全の確保を図るため、本ガイドラインを改訂しました。 

熱中症は、適切な予防や対処を行うことで防ぐことができる疾患です。 

令和３年度から熱中症警戒アラートが全国で実施されることから、本手引きでは熱中

症警戒アラート発表時の対応についても示しています。各学校・園においては本手引き

を積極的に活用し、すべての教職員が共通理解をもって対応し、組織的な熱中症対策を

行うことで、児童生徒等の健康や命を守ることに繋げてまいります。 

 

                            令和５年８月 

                            津市教育委員会 
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１ 熱中症とは 

 

熱中症は、体温を平熱に保つために汗をかくことで体内の水分や塩分（ナトリウムなど）

が減少したり、血液の流れが滞るなどして体温が上昇し、重要な臓器が高温にさらされた

りすることにより発症する障害の総称です。重症の場合、適切な処置が遅れると高体温か

ら多臓器不全を併発し、死亡率が高くなります。高温環境下で長時間すごした後の体調不

良はすべて熱中症の可能性があります。 

 

熱中症は予防法を知って実践することで発症を防ぐことができます。また、発症しても

応急処置を知っていれば、重症化を回避し後遺症を軽減できます。 

 学校の管理下における熱中症死亡事故は、ほとんどが体育・スポーツ活動によるもので、

それほど高くない気温（２５～３０℃）でも湿度が高い場合に発生しています。暑い中で

は体力の消耗が激しく、運動の効果も上がりません。熱中症予防のために運動方法や水分

補給等を工夫することは、事故防止の観点だけでなく、効果的な運動という点においても

大変重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

引用：環境省 熱中症環境保健マニュアル 2022 を一部改変 

 

熱中症とは １ 

 

 高温、多湿、風が弱い等の環境では、汗の蒸発が不十分となり、

体から外気への熱放散が減少し、熱中症が発生しやすくなります。 

 例えば、学校の運動場、体育館、武道館、一般家庭の風呂場、気

密性の高いビルやマンションの最上階等が、熱中症になりやすい場

所であると言われています。 

 また、脱水状態にある人、体に障がいがある人、肥満の人、過度

の衣服を着用している人、体調の悪い人、普段から運動をしていな

い人などが、熱中症になりやすいと言われています。 
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２ 熱中症の症状及び重症度分類とその対応 

 

 熱中症の重症度は「具体的な治療の必要性」の観点から、Ⅰ度（現場での応急処置で

対応できる軽症）、Ⅱ度（病院への搬送を必要とする中等症）、Ⅲ度（入院して集中治療

に必要性のある重症）に分類されています（日本救急医学会による）。 

暑い環境にいる、またはいた後の体調不良はすべて熱中症の可能性があります。 

熱中症の重症度は刻々と変化します。短時間で変化の程度が大きいため、症状の変化

に早く気づき対応することが重症化を防ぐことにつながります。 

 

（１）症状と対応 

重症度 症 状 対 応 

Ⅰ度 

（軽症） 

応急処置と

見守り 

めまい、立ちくらみ、生あくび、 

大量の発汗 

筋肉痛、筋肉の硬直（こむら返り） 

意識消失を認めない 

通常は現場で対応可能 

→涼しい場所での安静、体表

冷却、水分や塩分の補給 

Ⅱ度 

（中等症） 
医療機関へ 

頭痛、嘔吐、倦怠感、虚脱感 

集中力や判断力の低下 

「いつもと様子が違う」程度の軽い意識

障害を認めることがある。 

医療機関での診察が必要 

→体温管理、安静、十分な水

分と塩分の補給（口から飲め

ない場合は点滴にて） 

Ⅲ度 

（重症） 
入院加療 

中枢神経症状（意識障害、小脳症状、手足

の運動障害、けいれん発作） 

呼びかけや刺激への反応がおかしい、全

身のけいれんがある、まっすぐ走れな

い・歩けない等 

 

脳、肝臓、腎臓、肺、心臓等の多臓器不全、

血液凝固障害 

→Ⅲ度の中でも重症型 

入院（場合により集中治療）

が必要 

救急車を要請し、速やかに冷

却措置を行う。 

病院に搬送する前から、直接

水をかけるなど積極的に体を

冷却する処置を行うことが重

要。 

引用：日本救急医学会「熱中症診療ガイドライン 2015」を改変 

熱中症の症状及び重症度とその対応 ２ 

Ⅰ度の症状が徐々に改善している場合のみ、

現場での応急処置で対応できる。 

状態を見守り、改善しない、症状が進む場合

はすぐに病院へ搬送する。 

Ⅱ度の症状が現れたり、Ⅰ度の症状に改善が

見られない場合、すぐに病院へ搬送する。 
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重症度を判定するときに重要な点は、意識がしっかりしているかどうかです。 

運動中にふらふらしている、言動がおかしい、反応がにぶいなど少しでも意識がおか

しい場合には、Ⅱ度（中等症）以上と判断し病院へ搬送してください。 

「意識がない」場合は、全てⅢ度（重症）に分類し、絶対に見逃さないことが重要で

す。必ず誰かが付き添って、状態を見守ってください。 

 

（２）重症度を判断するポイント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

効果的な身体の冷却方法は？ 

 現場での身体冷却法としては、氷水に全身を浸して冷却する方法が最も効果的とさ

れています。 

 学校や一般的なスポーツ現場では、水道につないだホースで全身に水をかけ続ける

「水道水散布法」が、次に推奨されます。 

 水道水散布法の方法です。 

 ① 頭を打たないように注意して寝かせる 

 ② 水が気道（口や鼻）に入らないように、肩から足先まで、常に全身が水に接し

ている状態を保つように水をかけ続ける。 

 なるべく早く体温を下げるため、靴は脱がし、衣服は T シャツ・短パンのままで

かまいません。 

 難しい場合は、エアコンの効いた保健室で、氷水で冷や

したタオルをたくさん用意し、全身にのせて次々に取り

換えてください。扇風機も併用します。また、氷やアイス

パックなどを首、わきの下、脚の付け根など太い血管に

あてて追加的に冷やすのもいいでしょう。 

 身体冷却はためらってはいけません。冷却中は本人に話しかけ応答を確認します。

本人が「寒い」というまで冷やすことが大切です。 
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３ 熱中症の応急処置 

引用：日本スポーツ振興センター「熱中症を予防しよう―知って防ごう熱中症」 

熱中症の応急処置 ３ 
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４ 熱中症予防の原則 

 

 熱中症を予防するには、気温や湿度など環境条件に応じた活動が必要です。学校生活に

おける熱中症対策の指標として、暑さ指数（WBGT）を基準とした運動や各種行事の指針

をあらかじめ整備し、客観的な状況判断・対応を行います。 

 

（１）環境条件を把握し、それに応じた運動、水分補給を行うこと 

暑い時期の運動はなるべく涼しい時間帯に実施し、休憩を頻繁に入れ、こまめに水分補

給します。汗により塩分が失われるので、水分補給は０．１％～０．２％程度の食塩水が

よいでしょう。暑さ指数（WBGT）計等により活動場所の暑さ指数（WBGT）を把握し、

「津市における対応の目安」（Ｐ.１４～１６）を参考に対応します。 

運動前後の体重を測定すると水分補給が適切であるかがわかります。体重の３％以上の

水分が失われると体温調節に影響するといわれていますので、運動前後の体重減少が２％

以内におさまるように水分補給を行いましょう。激しい運動をするときは３０分に１回 

以上休憩をとるようにします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

熱中症予防の原則 ４ 

暑さ指数（ＷＢＧＴ）とは？ 

暑さ指数（ＷＢＧＴ）は、熱中症の危険度を判断する環境条件の指標です。

暑さ指数（ＷＢＧＴ）は、人体と外気との熱のやりとり（熱収支）に着目し、

熱収支に与える影響の大きい ①湿度、②日射・輻射など周辺の熱環境、 

③気温の３つを取り入れた指標で、単位は気温と同じ℃を用います。 

暑さ指数（ＷＢＧＴ）は、運動環境や労働環境の指針として有効であると

認められ、多くの学校で屋外での体育の授業の実施や休み時間の外遊び、部活

動実施の目安として用いられています。 

暑さ指数（ＷＢＧＴ）は、温度や湿度などの複数の環境要素を合わせて測定

しているため、場所や時間により値が変動します。 

 
暑さ指数（WBGT）は、活動場所ごと、 

活動時間ごとに測定することが大切です。 
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（２）暑さに徐々に慣らしていくこと 

熱中症は梅雨明けなど急に暑くなったときに多く発生する傾向があります。また、夏以

外でも急に暑くなると熱中症が発生します。これは体が暑さに慣れていないためで、急に

暑くなったときは運動強度を軽くして、１週間程度で徐々に慣らしていく必要があります。

この時期に運動する際には、週間予報等の気象情報を把握し、１週間の気温の変化を考慮

した活動計画等を作成することも重要です。 

 

（３）個人の条件を考慮すること 

 肥満傾向の人、体力の低い人、暑さに慣れていない人は運動を軽減してください。特に

肥満傾向の人は熱中症になりやすいので、運動の軽減、水分補給、休憩など十分な予防措

置をとる必要があります。 

 また、運動前の体調チェックや運動中の健康観察を行い、下痢、発熱、疲労など体調の

悪い人は暑い中での運動を中止してください。 

 

（４）服装に気をつけること 

 服装は軽装とし、吸湿性や通気性のよい素材にしてください。直射日光が当たるときは

帽子を着用してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）具合が悪くなった場合は早めに運動を中止し、必要な処置をすること 

 以上のポイントに注意した上で、体調が悪くなったらすぐに運動を中止し、適切な応急

処置など必要な措置をとりましょう。また、一方的に怠けなどと判断して放置せず、適切

に症状を観察・判断し、迅速に対応しましょう。 

 

 

 衣服の工夫は？ 

 暑い時期には衣服を工夫することが重要です。衣服によって直射

日光を防ぎ、衣服の中に風を通し、体から出る熱をできるだけ早く逃

しましょう。 

 具体的な工夫例は次のとおりです。 

 ・ 締めつけのない、ゆったりした服装にする。 

・ 襟元をゆるめて通気する。 

・ 吸汗、速乾素材や軽・涼スーツ等を活用する。 

・ 炎天下では、輻射熱を吸収する黒系の色を避ける。 

・ 日傘や帽子を使う。 

（帽子は時々外して、汗の蒸発を促しましょう） 
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５ 学校での対策の基本 

 

（１）気温や湿度等、環境条件に配慮して活動する 

・ 暑さ指数(WBGT)や熱中症警戒アラートを活用し、気象条件に応じて、活動の中止

や延期、見直し等柔軟な対応を検討する。 

・ 運動を行う場合は、なるべく涼しい時間帯に行う。 

・ 運動が長時間にわたる場合には、こまめに休憩をする。 

 

（２）空調設備を活用する 

・ 教室や特別教室等空調設備のある教室では、必要に応じて空調設備（冷房）を使用

する。 

・ 体育館等、空調設備のない場所で活動する場合は、事前に窓や扉を開放する、扇風

機を活用する等により換気を十分行うなど、適切な気温や湿度になるよう努める。 

・ 早めに空調設備を稼働させる等、児童生徒等が入室後できるだけ早くクールダウン

できる環境を整える。稼働開始時刻については、各校の登校時刻に合わせて判断する。 

 

（３）水分補給を常時行えるよう配慮する 

・ のどが渇く前のこまめな水分補給を促す。 

・ スポーツドリンクや経口補水液等の使用も検討する。 

・ 授業中にも水分補給ができるような環境づくりを検討する。 

・ 教室以外で活動する場合は、必要に応じて水筒を持参させる。 

・ 体育や部活動等の激しい運動を行う場合は、個人が自由に飲め

る「自由飲水」だけでなく、強制的に水分補給する時間を設ける「強制飲水」を併用

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校での対策の基本 ５ 

 

 水分を摂りすぎるとよくないって本当？ 

「水分を摂りすぎると、汗をかきすぎたり、体がバテてしまったり

するので、かえってよくない」というのは間違った考えです。体温を

下げるためには、汗が皮膚表面で蒸発して気化熱を奪うことができる

ように、しっかりと汗をかくことがとても重要です。汗の原料は、

血液中の水分や塩分ですから、体温調節のためには汗で失った水分や

塩分を適切に補給する必要があります。 

 

 暑い日には知らず知らずのうちに汗をかいていますので、活動強度

にかかわらず、こまめに水分補給をしましょう。 
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（４）常時健康観察を行い、児童生徒等の健康を把握する 

・ 日常の健康観察に加え、児童生徒等の運動技能や体力の実態、疲労の程度等を把握

し、体調に異常がある場合は活動や運動を中止させ、無理をせず休養させる。 

特に、運動前や運動実施中の児童生徒等の動作、表情、呼吸、顔色等に注意する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）児童生徒等の健康を優先した適切な服装ができるように配慮する 

・ 気温や湿度を考慮し、体操服などの涼しい服装で過ごせる期間を設ける等検討する。 

・ 部活動時、防具を着けるスポーツ（剣道等）や暑さがこもりやすいユニフォームで

は、休憩時間に防具や衣服をゆるめて、できるだけ熱を逃がすよう指導する。 

 

（６）教職員の情報共有・体制整備をする 

・ すべての教職員が熱中症についての基本的な知識や応急処置等について共通理解

を図り、暑さ指数（WBGT）の測定や教職員への伝達・情報共有体制を整備する。 

 

（７）保護者に周知し、理解と協力を求める 

・ 津市及び各校の熱中症対策について 

・ 暑さ指数（WBGT）に基づく運動や活動等の指針や熱中症警戒アラート発表時の 

対応について 

・ 保護者との連絡方法や緊急時の体制について 

→学校だよりやホームページ等で保護者に周知し、理解と協力を求める。  

暑い時期の生活習慣指導は？ 

① 十分な睡眠をとる 

・ 暑さに負けない体を作るために、しっかりと睡眠をとり、疲れを

ためないようにする。 

・ 通気性の良い寝具やエアコン等を活用し、睡眠環境を快適に保つ。 

② 食事をしっかり摂る 

・ 脱水状態や食事抜きの状態で暑い環境に行くことは避ける。 

③ 服装に気を付ける 

・ 服装に気を付けて、暑さを調節できるようにする。 

・ 吸水性や速乾性にすぐれた素材の下着を身に付けるなど工夫する。 
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６ 学校生活における対策 

  

（１）登下校 

・ 帽子の着用や日傘の使用、通学路において日陰を歩くなど、直射日光をできるだけ

回避するよう指導する。 

・ 登下校中も、安全に気をつけた上で適切に水分補給するよう指導する。 

・ 家庭学習に必要のない学習道具等を学校に置いておくなど、登下校中の荷物を減ら

すよう配慮する。 

・ 感染症対策等でマスクを着用している場合、暑さ指数が高いなど、熱中症の危険が

ある場合はマスクを外すよう指導する。 

・ 暑さ指数(WBGT)が３３℃以上の場合は下校を見合わせ、学校に待機させる等、

児童生徒等の安全確保に努める。 

 

（２）教室内の授業や活動 

・ 空調設備が設置された教室では、適切に空調設備を運転させたうえで活動等を行う

とともに、空調設備が設置されていない教室では、換気や扇風機の使用、必要に応じ

て比較的涼しい低層階の教室や空調設備の設置された教室に移動して活動するなど

の対応を検討する。 

 

（３）屋外での活動（休憩時間等を含） 

・ 活動場所の暑さ指数（WBGT）が３１℃以上の場合は、運動は中止及び中断する。

また、暑さ指数（WBGT）が２８℃以上３１℃未満の場合は、熱中症の危険性が高い

ため、激しい運動や体温が上昇しやすい運動は避け、必要に応じて運動は中止する。 

・ 活動場所に日陰がない場合は、テントを設置したり、目的地への経路の中で比較的

日陰を歩くようにさせたりするなど、直射日光を回避するようこころがける。 

・ 児童生徒等の様子に気を配り、少しでも体調に異変を感じたら、涼しい場所に移動

させ、休養や水分補給を促す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校生活における対策 ６ 

熱中症予防の原則５か条を共有しましょう！ 

① 環境条件を把握し、それに応じた運動、水分補給を行う。 

② 暑さに徐々にならしていく。 

③ 個人の条件を考慮する。 

④ 服装に気を付ける。 

⑤ 具合が悪くなった場合には、早めに運動を中止して、必要な

処置を行う。 

 参考「スポーツ事故防止ハンドブック 独立行政法人日本スポーツ振興センター」 
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（４）学校行事（運動会・体育祭等） 

＜計画・準備＞ 

熱中症予防の観点をもって児童生徒等の健康を最優先した計画を立てましょう。 

 

① 計画段階から、当日の天候や暑さ指数(WBGT)等の把握方法や計測、記録の担当

者、環境に適した競技内容や練習内容、活動量等、休憩や給水時間確保等、具体的

な検討を行う。 

② 天候や暑さ指数(WBGT)によって、中止や変更する基準を予め検討しておく。特

に、前日や当日に熱中症警戒アラートが発表された場合や、当日の暑さ指数(WBGT)

が 31℃以上になった場合の対応（行事の中止や変更、中断、保護者への周知の方法

等）について検討し、実施要項等に記載するとともに、保護者等に周知する。 

③ 児童生徒席への対策（テントや遮光シート、ミストの設置等）を検討する。 

④ 水分補給を確実に行うため、水分補給の時間を計画の中に設定する。また、練習時

においても給水時間を設け、児童生徒等に水分補給や体調管理に向けた意識を高め

るように努める。 

⑤ 体調不良者への対応について、校内の救急体制を整備する。 

 

＜当日＞ 

① 当日の天候や活動場所の暑さ指数(WBGT)を把握し、競技内容や進行等の変更に

ついて柔軟に対応する。活動場所の暑さ指数(WBGT)が 31℃以上の場合は、運動は

中止及び中断する。 

② 朝の健康観察を丁寧に行うとともに、行事中の児童生徒等の健康観察についても

計画的に行う。また、体調不良の児童生徒等は、すぐに冷房の効いた部屋に移動さ

せ、適切な応急手当を行うとともに、必要に応じて救急搬送等の対応を行う。 

  特に、低学年は自分の体調をうまく伝えられない場合があるため、周囲の大人が

十分に観察する必要がある。 

③ 設定した給水時間に確実に給水させるようにし、必要に応じて教職員が児童生徒

の給水状況を確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

保護者との連携を 

 学校から家庭への通信等を通じて、熱中症への理解や体調管理及び 

水分補給等の大切さを伝え、児童生徒等や保護者への協力をお願いしま 

しょう。 

 また、保護者には、栄養のバランスの取れた食事や早寝早起き等の 

規則正しい生活の大切さを周知するとともに、子どもたちには、体調 

が悪い時には、すぐに大人に伝えるように指導しましょう。 
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７ 体育、スポーツ活動（部活動含）における対策 

 

 体育・スポーツ活動（部活動含）時の熱中症の発生は、環境、運動内容、個人の体調等

が関係しています。 

 スポーツ活動による熱中症をみると、暑くなり始めの７月下旬から増加し、８月中旬に

かけて多く発生しています。熱中症発生時の環境条件（気温と湿度）を発生地最寄りの

気象台のデータで解析した結果を見ると、気温は２１～３８℃の広い範囲に分布しており、

湿度が高ければ気温がそれほど高くなくても発生していることが分かります。 

 学校管理下では、中学及び高校の１・２年生の発生が多く、種目別では野球やサッカー

等屋外で走ることの多い競技、屋内では剣道、柔道等の種目で多く発生しています。 

また、直前行動別でみると、ランニング・ダッシュ等の「走る運動」での発生例が最も

多く、次に体力強化や競技技術向上のための練習中が多くなっています。 

 

（１）暑熱順化（暑さに徐々に慣らすこと）に努める 

・ 体が暑さに慣れていない時期（梅雨の合間に突然気温が上がった日や、梅雨明け後

に急に蒸し暑くなった日など）にも起こりやすいことから、いきなり激しい運動をす

るのではなく、少しずつ運動時間や運動強度を上げ、暑さに体を慣らす（暑熱順化）

ようにする。 

 

（２）環境条件を把握する 

・ 授業や活動前に運動場、体育館などの活動場所で暑さ指数（WBGT）を測定し、

環境条件を把握する。 

・ 活動場所の暑さ指数(WBGT)が３１℃以上の場合は、運動は中止及び中断とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

体育、スポーツ活動（部活動含）における対策 ７ 

 

 暑熱順化とは？ 

 暑い日が続くと、体がしだいに暑さに慣れて暑さに強くなります。

これを暑熱順化といいます。 

暑熱順化は、「やや暑い環境」で「ややきつい」と感じる強度で、毎日

３０分程度の運動（ウォーキング等）を継続することで獲得できるそう

です。実験的には、暑熱順化は、運動開始数日後から起こり、２週間程

度で完成すると言われています。そのため、日ごろからウォーキング等

で汗をかく習慣を身につけることが効果的です。 
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（３）服装等に配慮する 

・ 服装は軽装とし、透湿性や通気性のよいものが望ましい。 

・ 直射日光は帽子等で防ぐようにする。 

・ 防具を着けるスポーツ（剣道等）や暑さがこもりやすいユニフォームは、休憩時間

に外したり、ゆるめたりするなど、体の熱を逃がすようにする。 

・ ユニフォームが必要のない練習のときは、軽装にする。 

・ 感染症対策等でマスクを着用している場合、暑さ指数が高いなど、熱中症の危険が

ある場合はマスクを外すよう指導する。 

 

（４）個人の条件や体調、食事を摂っているかを考慮する 

・ 体力のない人、肥満の人、暑さに慣れていない人、熱中症になったことのある人等

は、熱中症を起こしやすいので、運動を軽減するように努める。 

・  体調の悪い人（下痢、発熱、疲労等）、朝食や食事を摂っていない人は熱中症を

起こしやすいので、活動前の健康観察で確認し、無理をさせないように注意する。 

 

（５）状況に応じた水分・塩分補給をする 

・ 暑い時期は、水分をこまめに補給し、３０分に１回程度休憩を取る。 

・ 激しい運動を行う場合は、個人が自由に飲める「自由飲水」だけで

なく、強制的に水分補給する「強制飲水」を併用するなど、確実に 

水分補給ができる対策を行う。 

・ 長時間の運動で汗をたくさんかく場合には、０．１～０．２％程度

の食塩水等で塩分を補給することが必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）運動量の調整 

・ 環境条件や体調に応じた運動量（強度と時間）になるよう配慮する。 

 

（７）体調が悪くなった場合は早めに対応する 

・ 体調が悪くなったときは熱中症を疑い、早めに運動を中止し、応急処置や休養等、

必要な処置を行う。  

 

 水分補給は冷たい水がいいって本当？ 

運動中の水分補給に冷たい水がよい理由は２つあります。 

１つは、冷たい水には体の深部温度を下げる効果があるからです。 

もう１つは、冷たい水は胃にとどまる時間が短く、水を吸収する器官

である小腸に速やかに移動するからです。 
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８ プール指導時における対策 

 

プールでの活動は水中での活動とプールサイドでの活動それぞれの活動への対策が

必要になります。プールサイドが高温になりやすいことや、水中でも発汗による脱水が

あることに留意し、他の運動活動と同様に熱中症予防の観点をもった対応をしてください。 

 

（１）水中での活動 

◆ 水温が３３℃～３４℃（中性水温※）より高い場合 

・ 水中でじっとしていても体温が上がるため体の熱が逃げにくくなり、熱中症の

危険が高くなる。プール外の風通しのよい日陰で休憩したり、シャワーを浴びたり、

風に当たったりするなど、体温を下げる工夫を行う。 

◆ 水温が中性水温以下の場合 

 ・ 水が体を冷却してくれるので、陸上運動よりも体温は上がりにくくなるが、水か

ら出ている頭部に直射日光が当たることによる熱中症に注意する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）プールサイドでの活動（見学・監視を含） 

・ 気温や暑さ指数(WBGT)を考慮し、活動時間や活動内容を工夫する。 

・ プールサイドで見学する場合は、帽子や日傘の使用、テントの設置や遮光ネット 

の設置等、直射日光が当たらないようにし、時折水に入る、水をかけるなど体温を

下げる工夫をする。 

・ 施設床面が高温になる場合は、サンダルを履くなど、体温上昇と火傷を防ぐよう 

配慮する。 

 

（３）水分補給 

・ 水中運動時にもかなり汗をかくが、口腔内が水で濡れるため、普段よりのどの 

渇きを感じにくいことを意識して、定期的に水分補給するよう心がける。 

 

（４）更衣室の対策 

・ 更衣室に空調設備が整っていない場合、空調設備のある教室で着替えを行うなど、 

高温多湿な更衣室の利用を控えるなどを検討する。 

・ 更衣室を使用する前には十分換気をし、使用中も扇風機等を利用して気流を大き 

くするなど、環境の改善を図る。  

プール指導時における対策 ８ 

 

中性水温※とは？ 

中性水温とは、水中で安静状態のヒトの体温が上がりも下がりも 

しない水温（３３℃～３４℃）です。 

水温が、中性水温より高い場合は、水中でじっとしていても体温が 

上がるため、体温を下げる工夫が必要です。 

 

 

 

https://www.bing.com/images/search?q=%e7%84%a1%e6%96%99%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88%e5%85%88%e7%94%9f&view=detailv2&&id=31BEAEA81EE758A89BB53B6FA2071F24554AFF9A&selectedIndex=322&ccid=jw5c2hsq&simid=608035239832650381&thid=OIP.M8f0e5cda1b2ad998d368c7d180cd21efo0
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＜環境省熱中症予防情報サイト【津市】

＞ 

9 暑さ指数（WBGT）と津市における対応の目安 

 

熱中症予防では、暑さ指数（WBGT）を用いた環境条件の把握を行います。 

活動場所の暑さ指数（WBGT）を計測し、「津市における対応の目安」をもとに児童生

徒等の発達段階や活動状況等を考慮して対応を決定してください。 

暑さ指数（ＷＢＧＴ）計がない場合には、環境省の熱中症予防情報サイトで公開してい

る暑さ指数（ＷＢＧＴ）の実測値や推定値を参考値として活用することができます。 

※ 暑さ指数（WBGT）計は、令和３年度に各校に配付しています。 

※ 三重県で熱中症警戒アラートが発表された場合、三重県内のどこかの地点

で 暑さ指数３３℃以上と予測されています。津市では３３℃未満の場合が

あります。そのため、それぞれの活動場所での計測が必要です。【P.17 参照】 

 

津市における対応の目安 

暑さ指数 

(WBGT 数値) 
津市における対応の目安 

①熱中症予防運動指針 

②日常生活における熱中症予防指針  

WBGT 

３３℃以上 

危険 

（運動は中止） 

 

 運動は中止  

運動や屋外の活動は中止、中断する。 

下校を見合わせる等、児童生徒等の

安全確保に努める。 

 

 

① 運動は中止   

 

②高齢者では安静状態でも発生

する危険性が大きい。外出はな

るべく避け、涼しい室内に移動

する。 

WBGT 

３１℃以上 

 

乾球温度(目安) 
３５℃以上 

危険 

（運動は中止） 

 運動は中止  

 

 

①運動は原則中止   

特別の場合以外は運動を中止

する。 特に子どもの場合には 

中止すべき。 

 

②高齢者では安静状態でも発生

する危険性が大きい。外出はな

るべく避け、涼しい室内に移動

する。 

 

暑さ指数(WBGT)と津市における対応の目安 ９ 

熱中症警戒アラート 

①日本スポーツ協会「スポーツ活動中の熱中症予防ガイドブック」2019 

②日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針 Ver..4」2022 
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WBGT 

２８～３１℃未満 

乾球温度(目安) 

３１～３５℃ 

厳重警戒 

（激しい運動は 

中止） 

熱中症の危険性が高いため、激しい

運動や体温が上昇しやすい運動は

避け、必要に応じて運動は中止する。 

・激しい運動や持久走等は避ける。 

・活動内容や時間の変更を検討する。 

・２０分以内ごとに日陰や風通しの良い

ところで休憩をとり、水分・塩分補給を

行う。給水は児童生徒任せにせず、教職

員が声をかけ、強制給水を行う。 

・暑さに弱い人は、運動を軽減または中

止する。 

①激しい運動は中止  

熱中症の危険性が高いので、激しい

運動や持久走など体温が上昇しやす

い運動は避ける。運動する場合には、

１０～２０分おきに休憩をとり、水

分や塩分を補給する。暑さに弱い人

は運動を軽減または中止する。 

 

②外出時は炎天下を避け、室内

では室温の上昇に注意する。 

WBGT 

２５～２８℃未満 

乾球温度(目安) 

２８℃～３１℃ 

警戒 

(積極的に休息) 

・激しい運動を行う場合は、定期的に十

分な休息をとり、水分・塩分の補給を行

う。 

①積極的に休息  

熱中症の危険が増すので積極的に

休憩をとり水分塩分を補給する。 

激しい運動では 30 分おきくらい

に休憩をとる。 

 

②運動や激しい作業をする際は定

期的に充分に休息を取り入れる。 

WBGT 

２１～２５℃未満 

乾球温度(目安) 

２４℃～２８℃ 

注意 

（積極的に 

水分補給） 

・熱中症の兆候がないか、定期的に健康

観察を行う。 

・運動する際には、積極的に水分・塩分

補給を行うように指導する。 

①熱中症による死亡事故が発生

する可能性がある。熱中症の兆

候に注意するとともに、運動の

合間に積極的に水分・塩分を補

給する。 

 

②一般に危険性は少ないが激し

い運動や重労働時には発生する

危険性がある。 

WBGT 

２１℃未満 

乾球温度(目安) 

２４℃未満 

ほぼ安全 

(適宜水分補給) 

・適宜休息をとり、水分補給を行う。 ①通常は熱中症の危険は小さい

が、適宜水分・塩分の補給が必要

である。市民マラソンなどでは

この条件でも熱中症が発生する

ので注意する。 
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１）環境条件の評価には、暑さ指数(WBGT)の使用が望ましい。 

２）気温を用いる場合には湿度に注意する。湿度が高ければ、１ランク厳しい環境条件の

運動指針を適用する。 

３）熱中症の発症リスクは個人差が大きく、運動強度も大きく関係する。運動指針は平均

的な目安であり、スポーツ現場では個人差や競技特性に配慮する。 

 

  

屋外での測定方法ポイント 

● 黒球を日射に当てる（黒球が陰にならないようにする） 

● 地上から１．１ｍ程度の高さで測定 

● 壁等の近くを避ける 

● 値が安定してから（１０分程度）測定値を読み取る 

 

※ 黒球を直接握ったり、通気口をふさいだりすると、体温

によってセンサーに影響が出る可能性があるため、直接

握ったり、ふさいだりしないようにします。 
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１０ 熱中症警戒アラートについて 

 

（１）熱中症警戒アラートとは 

 熱中症警戒アラートとは、熱中症の危険性が極めて高くなると予測された際に、危険な

暑さへの注意を呼びかけ、熱中症予防行動をとるよう促すための情報です。 

（２）発表単位 

 熱中症警戒アラートは、全国を５８に分けた府県予報区等を単位として発表されます。

三重県内のどこかの予測地点で暑さ指数（WBGT）が３３℃以上と予測された場合、三重

県全域に発表されます。 

（３）発表基準 

 府県予報区内の暑さ指数（ＷＢＧＴ）予測地点のいずれかで、翌日の日最高暑さ指数

（ＷＢＧＴ）が３３℃以上と予測された日の前日１７時頃及び当日５時頃に発表されます。 

 前日１７時頃にアラートが発表された場合、当日の予測が３３℃未満に低下した場合で

も取り消されず維持されます。 

 当日の日最高暑さ指数（ＷＢＧＴ）が３３℃以上と予測された場合は、当日午前５時頃

に発表します。 

  

熱中症警戒アラートの活用について 

□ 翌日に予定されている行事の開催可否、内容の変更等に関する判断、

飲料水を多めに準備する、冷却等を備えるなどの参考になります。 

□ 屋外学習等、学校以外の場所での行事運営の参考となります。 

□ 熱中症警戒アラートが発表された場合、体育の授業、運動会等の行事を

予定通りに開催するか、中止にするか、内容を変更して実施するかを

判断する必要があります。その場合の具体的な対応や、校長不在時の

対応者等を予め検討しておくことが必要です。 

□ 熱中症警戒アラートが発表されていない場合であっても、活動場所で

暑さ指数（ＷＢＧＴ）を測定し、状況に応じて、水分補給や休息の頻度

を高めたり、活動時間の短縮を行ったりします。 

□ 保護者や一般の方から「熱中症警戒アラートが出ているのに屋外で体育

の授業を行っている」などの意見が提起される場合があり、それらへの

対応が求められることがあります。 

熱中症警戒アラートついて 1０ 

（事例）Ｑ：熱中症警戒アラートが発表されているのに、屋外で体育の授業を行っている

のは危険ではないか？ 直ちに中止して、冷房の効いた教室での座学にしてはどうか？ 

Ａ：熱中症警戒アラートは発表されていますが、体育の授業を行う前に校庭で暑さ指数

（ＷＢＧＴ）を測定し、その結果が３１℃未満であったため、水分補給や休憩の頻度

を高め、活動時間を短縮するなど、安全を期して実施しています。 
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１１ 校内体制の整備について 

 

（１）熱中症予防の体制整備のポイント 

情報収集・発信方法の検討  

● 熱中症警戒アラート等の情報収集及び伝達方法等を整備する。 

（例）担当教職員が熱中症予防情報サイトのメール配信サービスから毎日１７時に届く情報を、
必要に応じて全教職員にメール等で共有する。 

 ● 暑さ指数（ＷＢＧＴ）の測定タイミング、記録及び教職員への伝達体制を整備する。 

      （例）活動前に活動場所の暑さ指数を測定し、記録を取るとともに、測定結果を校内の誰もが
見やすい場所に表示する。 

運動や行事等の内容変更、中止・延期の判断について検討  

 ● 「津市の学校における対応の目安」（Ｐ.14～16）を参考に、暑さ指数（ＷＢＧＴ）

に応じた運動や行事等の実施の方向性を検討する。 

   （例）暑さ指数３１℃以上で運動を中止。運動以外の活動に変更することを検討する。 

 ● 運動や行事、及び部活動等の内容変更や中止・延期における判断を、誰が、いつ、 

どのタイミングで決定し、どのように関係者に伝達するかの体制を整備する。 

 ● 熱中症警戒アラート発表時の対応も予め設定しておく。 

   （例）行事等の開催場所の暑さ指数を測定し、対応を判断する。 

「危機管理マニュアル」に定める  

● 決定した判断基準や判断者について、各校の「危機管理マニュアル」に記載し、

教職員で共通理解を図る。 

体制構築後の対応を検討  

 ●  「津市における対応の目安」、熱中症警戒アラートの概要、熱中症警戒アラート

発表時の対応等について保護者に共有する。アラート発表時に保護者に共有する際

の担当者、時期、方法等を整備する。 

   （例）学校だよりに熱中症予防に関する自校の対応等を掲載し、情報を共有する。 

 ● 熱中症発生状況、地域や各学校の状況に応じて適宜体制の見直しを図る。 

校内体制の整備ついて 1１ 

体制整備のポイントは？ 

□ 基本的な熱中症予防対策について、全教職員で共通理解を図る。 

□ 近年の最高気温の変化や熱中症発生状況等を確認し、地域や学校の

実情に応じた具体的な予防策を検討する。 

□ 学級担任は、児童生徒等が自ら熱中症の危険を予測し、安全を確保

するための行動がとれるよう指導する。 

□ 気兼ねなく体調不良を言い出せ、相互に体調を気づかえる環境や

文化を醸成する。 
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（２）熱中症警戒アラート発表の有無に関わらず必要な対応（例） 

 

 

 

 

 

 

  

・・・熱中症予防の基本・・・ 

※アラートが発表されていない場合でも、暑さ指数（ＷＢＧＴ）を把握し、対応を

決定する。（午前８時の測定以降は毎日のルーティンにしてください） 

 

 
８：００ 

暑さ指数(WBGT)の測定・把握 

暑さ指数(WBGT)を測定する。 

 ＜場所＞ 運動場 等 

 ＜担当＞ ■■先生 

記録・表示 

授業前 

８：１０ 
指針に基づき授業等の対応を決定 

指針に基づき授業等の対応を決定する。 

 

★対応（内容変更、時間変更、延期、中止等） 

 ・教室での授業（特に空調設備がない場合） 

 ・体育 

 ・各種行事（運動会、体育祭、遠足、校外活動等） 

 ・部活動 等 

 ＜担当＞ ●●先生（管理職）※全教職員で共通理解 

               ※必要に応じて保護者に周知 

部活動前等 

暑さ指数（ＷＢＧＴ）の測定 

暑さ指数（ＷＢＧＴ）を測定する。 

 ＜場所＞ 活動場所 

 ＜担当＞ 学級担任、教科担任、部活動顧問 等 

指針に基づき授業等の対応を決定 

指針に基づき授業等の対応を決定する。 

 

★対応（内容変更、時間変更、延期、中止等） 

★下校時の対応について、児童生徒に指導 

 

＜担当＞ 学級担任、教科担任、部活動顧問 等 

 

 

授 業 

部活動等 

※暑さ指数が 33℃以上の場合は下校を見合わせる等検討する。 

※「津市の学校における対応の目安」（P.14～16）に基づいて遅延なく
適切に対応する 

 

※「津市の学校における対応の目安」に基づいて遅延なく適切に対応 
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１２ 熱中症発生時の対応 

 

 熱中症が疑われるときには、死に至る緊急事態になる可能性を認識しなければなりませ

ん。 

熱中症の重症度は、具体的な治療の必要性の観点から、Ⅰ度（通常は現場で対応可能）、

Ⅱ度（医療機関での診察が必要）、Ⅲ度（入院（場合により集中治療）が必要）と分類さ

れます（Ｐ.２～３参照）。Ⅱ度以上の症状があった場合には、直ちに病院へ搬送します。 

一方、「立ちくらみ」や「筋肉のこむら返り」などの軽症の症状の場合には、涼しい場

所へ移動し、衣服をゆるめ、休養しながら、少しずつ水分補給を行います。この際、症状

が改善しなければ病院への搬送が必要になりますので、必ず教職員が付き添い、症状の

変化について観察する必要があります。 

＜熱中症を疑う症状＞ 

●めまい、失神 

●四肢の筋や腹筋がつる、筋肉痛 

●全身倦怠感、脱力感、めまい、吐き気、嘔吐、頭痛 

●足がもつれる、ふらつく、転倒する、突然座り込む、立ち上がれない 

＜重症度（救急搬送の必要性）を判断するポイント＞ 

● 意識がしっかりしているか？ 

● 水を自分で飲めるか？ 

● 症状が改善してきたか？ 

 

  

熱中症発生時の対応 1２ 

校内での熱中症発生時の体制を整備してください！ 

緊急事態に迅速かつ的確に応急処置を講じるために、以下の

①から③について学校の体制を確立する必要があります。 

① 熱中症発生時の教職員の役割分担を定め、全員が理解し

ておくとともに、職員室、保健室等の見やすい場所に掲示

する。 

② 救急時に連絡する消防署、医療機関、校内（管理職・養

護教諭・学年主任等）及び関係機関等の所在地及び連絡先

（電話番号等）等を掲示する。 

③ 応急手当や救命処置（心肺蘇生とＡＥＤの使用）等に関

する講習を行うなど、すべての教職員が緊急時に対応でき

るようにする。 
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【熱中症発症時の対応例】 

 

対 応 管理職の対応 教職員の対応 

【発生時】 

●状況確認 

●安全確保 

●緊急対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 関 係 者 へ

の対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事故後】 

●被害児童生

徒等及び保

護者対応 

 

●再発防止 

 

●報告 

○状況把握 

 

 

○救急体制の指示（救急車要請等） 

※管理職不在時の体制の整備 

○事故発生時の状況や対応等に

ついて記録する者を指示 

 

 

 

 

 

 

（救急搬送の場合） 

○教育委員会に第一報 

※必要に応じて状況報告を行い、

指導・助言を得る。 

○搬送された児童生徒等の保護者

が病院に同行していない場合

は、容態、状況、搬送先、学校の

対応等について連絡 

○他の教職員への状況説明（臨時

職員会議等の開催等） 

○必要に応じて、児童生徒等、保護

者に対し状況及び対応策につい

て説明（文書送付又は説明会の

開催等）理解と協力を依頼 

 

○児童生徒等及び保護者に対して

丁寧な説明、対応等 

・ＰＴＡ等への説明等 

・災害共済給付の手続 

○発生原因の究明、及び再発防止

の取組 

○報告書作成 

・児童生徒等の熱中症の程度を確認し、

涼しい場所等へ移動し、応急手当を行う。 

・管理職に事故発生の報告 

・救急車対応が必要な場合は、直ちに手配

する。 

※救急車を手配し、原則、教職員が病院

に同行し、保護者が来校していない場

合は、教職員等が同乗する。 

・被害者児童生徒等の保護者へ連絡する。 

・病院に同行し、事故の発生状況や応急 

手当等について医師に説明する。 

・経過等の状況を管理職に報告する。 

・他の児童生徒等の健康観察を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・担任、顧問等が家庭を見舞うなど、児童 

生徒及び保護者に丁寧な説明、対応を行 

う。（発生時の状況、災害共済給付等） 

 

・未然防止のための児童生徒等への対応を

行う。 
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１４１３ 熱中症による事故事例 

 

 これまで学校で起きた熱中症事故の事例を学ぶことは、より適切な対策につながります。

事故の要因や対策を検討し、安心・安全な活動等を保障し、子どもたちの大切な命を守り

ましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

熱中症による事故事例 1３ 

事例２：それほど暑くなくても、２つの要因（からだ・行動）のみで起こる。 

 （事故要因）肥満傾向、暑熱順化（からだ）、ランニング（行動） 

（事例内容）野球部での部活動中に起きた事故 

 ６月、高校２年生の男子が野球部での部活動でグラウンドの石拾い、ランニング

（200ｍ×10 周）、体操・ストレッチ、100ｍダッシュ 25 本×２を行っていたと

ころ、運動開始から約２時間後に熱中症になり死亡した。当日は気温 24.4℃、湿度

52％であり、被害者本人は肥満傾向であった。 

事例１：部活動の熱中症対策はしていたが、帰宅中に熱中症で倒れた。 

 

 

（事故要因）気温 30℃以上（環境）、暑熱順化（からだ）、剣道部の練習（行動） 

（事例内容）剣道部の部活動中に起きた事故 

 ８月上旬、高校３年生の男子が期末試験明けの剣道部の部活動時、晴天で 30℃

を超す気温の中 10 時半から 18 時頃まで練習していた。その後、顧問から１時間

程度話を聞いた後、練習を再開したが、突然具合が悪くなり道場の隅にうずくまっ

た。横になって休むよう指示をしたが、練習終了後、意識等に異常が見られた。 

学校の公用車で病院に搬送したが、当日死亡した。 

 

事例３：屋内であっても熱中症は起こる。 

 

事例４：激しい運動でなくても、特に小学校低学年では注意。 

 

７月下旬午前 11 時頃、夏休みの部活動の帰宅中に歩道で熱中症とみられる症状

で倒れ、意識不明の状態で病院に搬送され、その後死亡した。 

学校は、部活中の水分補給等や活動時間の短縮など熱中症対策を行っていたが、 

当日の暑さ指数（WBGT）は測定していなかった。 

（事故要因）暑さ指数（ＷＢＧＴ）３２℃（環境）、小学校低学年（からだ） 

（事例内容）校外学習で起きた事故 

 ７月、小学校１年生の男子が学校から約１ｋｍ離れた公園での校外学習で、徒歩で

学校に戻ったあと、教室で様子が急変して意識不明になった。救急搬送されたが、

搬送先の病院で死亡した。当日は、午前１０時頃の気温が 32.9℃、暑さ指数（ＷＢ

ＧＴ）３２℃で「危険」な状況であった。 
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【参考資料①】津市版熱中症予防行動 
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【参考資料②】令和５年８月４日付け三重県教育委員会依頼 

      「学校教育活動における熱中症事故防止について（依頼）」 
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【参考資料③】令和５年７月３１日付け文部科学省、スポーツ庁事務連絡 

      「事件・事故情報の共有・注意喚起について」 
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【参考資料④】令和５年４月２８日付け文部科学省通知 

「学校教育活動等における熱中症事故の防止について（依頼）」 
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【参考資料】 

・環境省「熱中症 環境保健マニュアル 2022」令和４年 

・日本救急医学会「熱中症診療ガイドライン 2015」平成 27 年 

・日本スポーツ振興センター「平成３０年度スポーツ長委託事業 学校屋外プールにおけ

る熱中症対策」平成３０年 

・日本教育新聞『運動中の熱中症における救急処置』令和元年５月６日記事 

・環境省「夏季のイベントにおける熱中症対策ガイドライン 2020」令和２年 

・日本スポーツ振興センター「学校屋外プールにおける熱中症対策」 

・日本スポーツ振興センター「熱中症を予防しよう―知って防ごう熱中症―」 

・日本スポーツ協会「スポーツ活動中の熱中症予防ガイドライン第５版」令和元年 

・四日市市教育委員会「学校における熱中症予防対策マニュアル」平成 31 年 

・市原市教育委員会「市原市小・中学校 熱中症対応ガイドライン」平成 31 年 

・横浜市教育委員会事務局「横浜市学校 熱中症対策ガイドライン」令和２年 

 

 

【指導・助言】 

 学校保健推進委員 

清水  信  先生 上津台小児科クリニック院長（令和３年度まで） 

野村 豊樹 先生 のむら小児科院長 

岩尾  篤  先生 岩尾こどもクリニック院長（令和４年度から） 
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